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過疎地域自立・活性化のための新立法措置に関する意見書 

過疎地域の活性化については、昭和４５年の過疎地域対策緊急措置法、昭和５５年の過 

疎地域振興特別措置法及び平成２年の過疎地域活性化特別措置法に基づき各種対策が実施 

され、さらに過疎からの自立促進として、平成１２年の過疎地域自立促進特別措置法に基 

づく過疎対策事業により、道路、上下水道、福祉施設などの生活基盤整備等が図られ、一 

部では観光や地域資源を活かした産業振興での成果があがっているところであるが、過疎 

地域には、今後も解決すべき多くの課題が残されており、現行過疎地域自立促進特別措置 

法の平成２２年３月の失効後においても、なお一層の強力な施策の必要性を痛感している 

ところである。 

このような現況下で、「地域間の共生」こそ、我が国のグランドデザインの大きな柱とす 

べきであるとの考えの下、今後も地域の自立・活性化を促進するため、我々自身の自主的 

な努力は当然として、さらに国をあげての支援措置が不可欠である。 

よって、国におかれては、過疎地域の自立・活性化のため、市町村合併前に過疎地域に 

指定されていた地域を引き続き指定するなど、平成２２年度を初年度とする新たな立法措 

置を講じるよう強く要望する。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

平成１９年１２月２１日 

高 山 市 議 会


